
家族のための ADR センターの手続きについて 

 

１ ADRとは  

ADR（Alternative Dispute Resolution）とは、裁判外紛争解決手続のことです。

公平・中立な立場の専門家が当事者間の話合いの仲介をいたします。民間の調停機関と

お考えください。最初に申立てをした方が有利・不利といったことはございません。 

 

２ 法務大臣の認証制度・取扱分野 

当センターは、法務大臣の認証を受けた「かいけつサポート」機関ですので、公平・

中立であること、専門性があることなどが保障されています（認証番号第１５３号）。 

（参考 HP：法務省かいけつサポート http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/） 

取扱い分野は離婚や相続をはじめとする親族間の問題に限られます。 

 

３ 調停者の選任に関する事項（業務規程第１５条，同２４条） 

みなさんのお話合いをサポートする調停者は、次のいずれかの資格及び経験を有して

います。複数の候補者の中からセンター長が指名しますが、進行途中で調停者変更のご希

望を出していただくことも可能です（ご希望に添えないこともございます）。 

 

   1.家庭裁判所調査官として５年以上の勤務実績を有する者 

  2.家事調停委員として３年以上の勤務実績を有し、一定件数の実績を有する者 

  3.弁護士 

 

４ 費用の額や算定方法(各費用はすべて税別)（業務規程第４３条、費用報酬規程第４，５，６条） 

  申立人：調停申立手数料 10,000円 

      ：期日手数料 期日ごとに 10,000円 

  相手方：調停依頼手数料 10,000円 

      ：期日手数料 期日ごとに 10,000円 

なお、期日費用は、毎回お振込みいただくお手間を省くため、３回分をまとめて頂戴し

ておりますので、初回期日前にお振込いただく金額は以下のとおりとなります（３回未満

で終了した場合、お振込手数料（２２０円）を差し引いた残額をお戻しいたします。）。た

だ、１回ずつのお支払も可能ですので、ご希望の場合はお知らせください。 

 

申立人様：申立料残額（5,000円）＋期日費用３回分（30,000円） 

   相手方様：依頼料（10,000円）＋期日費用３回分（30,000円） 

 

また、日程のご変更及びキャンセルをご希望の方は前日午後４時までにご連絡くださ

い。それ以降のご連絡もしくは連絡なしの欠席の場合、双方の期日手数料（22,000 円）

を負担していただきますのでご注意ください。 

 

５ 調停の標準的な進め方（業務規程第３２条） 

⑴ 協議期間 



調停期日は、1回概ね１時間程度です。５回以内の調停期日又は 3か月以内の期間で合

意が整うように努めますが、あくまで目安の期間とご理解ください。 

⑵ オンライン調停について 

調停は、原則オンライン（zoom）にて実施します。特別なご事情がある場合、対面調停

をお選びいただくことも可能ですが、公平中立の観点から、どちらか一方がオンライン

調停を選んだ場合、調停者もオンライン参加となります。 

⑶ 同席調停について 

原則同席で実施しますが、別席をご希望になることも可能です（zoomのブレイクアウ

トルームという機能を使用します）。なお、どちらか一方でも別席をご希望の場合、別

席調停となりますが、調停中に同席・別席を切り替えることも可能です。 

 

６ 秘密の取扱方法（業務規程第８条）  

センター職員は、正当な理由なく、紛争の内容、調停手続の経緯及び結果その他調停に

関し知り得た事実を漏らしてはならないという守秘義務があり、誓約書を提出済みです。 

 

７ 本手続きを終了させる方法について（業務規程第３５条、同第３６条） 

 当事者は、いつでも申立てを取下げ、又は調停手続の終了を申出ることができます。

話合いの最中に申し出る場合は口頭で、期日間の場合は書面にて意思表示をしていただ

きます。 

 

８ 調停者が合意の見込みがないと判断した場合の手続き（業務規程第３５条、同３７条） 

担当調停者は、次のいずれかに該当すると判断したときは、当事者間に合意が成立す

る見込みがないものとして、調停手続を終了する旨をセンター長に報告します。報告を

受けたセンター長は、終了を決定した旨及びその年月日を記載した書面を作成し、当事

者双方に送付します。 

1.一方の当事者が正当な理由なく 2回以上調停期日に欠席したとき。   

2.一方の当事者が合意する意思がないことを明確にしたとき。 

3.直ちに合意が成立する見込みがなく、かつ、事案の性質、当事者が置かれている状況

等にかんがみ、調停手続を続行することが、当事者の一方又は双方に対し、合意が成立

することにより通常得られることとなる利益を上回る不利益を与える蓋然性があると

判断したとき。               

4.前各号に掲げるもののほか、当事者間に合意が成立する見込みがないと判断したと

き。 

 

９ 合意成立時について（業務規程第３４条） 

⑴  合意書 

調停者は、合意が成立した場合、成立の年月日及び合意案の内容を記載した合意書

を作成し、交付します。また、センターも１０年間（内容によって２２年まで延長）

保管します。 

 ⑵ 公正証書 



    養育費をはじめとする継続給付の条項がある場合、公正証書の作成をお勧めしてい

ます。当センターにご依頼いただいた場合、お一人３万円(税別)となります。費用に

は、公正証書原案の作成・公証人との連絡調整・作成当日の代理が含まれます。 

１０ その他 

⑴ 同席者希望 

親族の同席希望については、当センター及び相手が同意したときのみ可能です（代

理人弁護士は許可不要です。）。 

⑵ 個別相談 

一方当事者が期日間に調停者による個別相談を希望する場合、他方当事者が同意し

た場合のみ可能です（費用は期日費用に同様）。この場合、調停者は、一方当事者が

有利になるようなアドバイスを行うことはできません。また、個別相談の概要につい

ては、次回期日にて他方当事者にお伝えします。 

期日間は、事務担当者とのやり取りのみ可能です。事務担当者は日程調整、提出資

料に関して及び ADR制度に関してのみご回答が可能です。法律上の問題や期日の内容

については、調停期日内もしくは個別相談にて調停者にお尋ねください。  


